
公園遊具の整備について 資料３

１．遊具の整備の進め方

２．更新対象の遊具

公園の規模 対象の公園・遊具 利用状況等

大・中規模
近隣公園 １公園・１０基
（鶴岡西部公園）

遊具が充実しており、町や学区を越えて多くの子どもが利用

小規模 街区公園 ４２公園・７１基 主に地元の方が利用

屋外の遊び場の整備方針に基づき、整備を行う際は遊び場協議会での確認等や利用者の意見等を踏まえ、
整備内容等について合意形成を図りながら整備を進めるもの。

※ 完成後はデジタルによる意見・情報提供の場を創設し、協議会にて進捗状況等報告し検証・改善を行う。
※ 令和８年度以降も同様のスケジュールで整備を行う。
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遊具の健全度調査及び毎年の定期点検の結果に基づき、更新が必要な遊具は下記のとおり。
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４．整備内容の決定

更新対象となっている遊具について評価を行い、優先順位をつけて協議会で意見を伺い整備箇所を決定する。

No. 内 容 評価項目 評価の視点

1 遊具の状況 経過年数、維持管理費 危険度、緊急度、コスト

2 公園の状況
保育園・小学校の近接度
利用状況調査（地元町内会、保育園等）

利便性、費用対効果

3 要望の有無 地元・連合会・利用団体等 市民満足度

4 地域バランス 学区・距離・アクセス等（街区公園のみ） 公平性、市民サービス向上

５．令和７年度の整備箇所（案）

評価を行った結果、下記の公園遊具の整備を行う。

鶴岡西部公園（撤去２、更新２基） 北田公園（撤去１、更新１基） 道形公園（撤去１、更新１基）

公園の規模 意見聴取の対象者 意見聴取の方法

大・中規模 近隣保育園、近隣町内会（子ども、育成会等）、公園利用者等
QRコード、HP
アンケート、説明会等

小規模 地元町内会（子ども、育成会等）、近隣保育園 アンケート、説明会

【すべり台】 【木製遊具】 【ブランコ】 【すべり台】

整備案を複数提示し、公園の規模に応じて意見聴取を行い、協議会においても意見を伺い決定する。

３．整備箇所の決定
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【大・中規模】
・公園の紹介に鶴岡公園・赤川河川緑地・大山公園を掲載
【小規模】
・公園マップに公園名、駐車場・トイレ・遊具の有無など
を掲載

＜更新後＞

【大・中規模】
・鶴岡西部公園、小真木原公園など１０公園を追加
【小規模】
・トイレの機能（バリアフリー）、休憩施設（四阿・
ベンチ）の有無などを新たに掲載

６．市HPの公園施設情報（施設情報の充実）

＜現状＞

※ 今年度中をめどに公園施設情報の更新を行う予定。

（例）鶴岡西部公園の掲載イメージ
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